
【相談事例】 
おばあちゃんのスマホを借りて、ライブ配信サイトを見たり、オンラインゲーム

をしていた。ライブ配信に投げ銭したくなって、我慢できず投げ銭を繰り返した。

携帯電話料金まとめ払いサービスの請求書が届き、ゲーム課金と合わせて2ヶ月

で17万円使っていて、びっくりした。払わないといけないのか？（10代 男性）                                                                                           
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【アドバイス】 

●子どもが保護者
ほ ご し ゃ

のクレジットカード情報
じょうほう

や携
けい

帯電話
たいでんわ

料金
りょうきん

まとめ払い 

サービス（キャリア決済）を利用し、勝手
か っ て

に課金
か き ん

してしまうケースが見 

られます。 

保護者は、クレジットカードやキャリア決済の暗証番号をしっかり管理して 

おくことが大切です。請求書も必ず確認しましょう。 

●保護者
ほ ご し ゃ

は、子どもにスマホを持たせる前にルールを話し合いましょう。 
子どもがどのようなサービスを利用しているのか理解して、使い方について 

家族で話し合うようにしましょう。 

●請求
せいきゅう

された投
な

げ銭
せん

の支払
し は ら

いは、業者
ぎょうしゃ

との話し合いです。 

未成年者
みせいねんしゃ

が親権者
しんけんしゃ

の同意
ど う い

なしに行った契約
けいやく

は、原則
げんそく

取
と

り消
け

すことができます。 

ただし本当に未成年者が利用したか証明することが難しく、取り消しが認められ 

るとは限りません。デジタルプラットフォームと呼ばれる売買の場を運営する 

企業や、ライブ配信業者と話し合う必要があります。 

 ●わからないことや困ったことがあったら、すぐに家族や消費生活 

センターに相談しましょう。 
 

相談窓口の案内 

 

戸 畑【ウェルとばた７Ｆ】           ☎８６１－０９９９ 

小倉北【小倉北区役所西棟１Ｆ】         ☎５８２－４５００ 

小倉南【小倉南区役所３Ｆ】           ☎９５１－３６１０ 

        八幡西【八幡西区役所コムシティ４Ｆ】   ☎６４１－９７８２ 

※門司、若松、八幡東各窓口の面談による相談は、 

戸畑窓口（☎８６１－０９９９）へご連絡ください。 

消費者ホットライン ☎１８８
い や や

（あなたの地域の消費生活センターにつながります） 

みもりん まもりん 

＊スマートフォン等でライブ形式の動画を配信したり、視聴したりする「ライブ配信サービス」 

の多くは無料で利用できますが、ライブ配信者を応援するためのいわゆる「投げ銭」という課金 

機能があります。 

な     せん は い し ん こ う が く か き ん 


